
山口県 宅地造成等工事規制区域及び特定盛土等規制区域

出典：国土地理院発行 2.5万分1地形図

令和７年４月１日指定

1:125,000※中核市（下関市）の規制区域の指定は下関市が行います。
※規制区域内にある本法に定める「公共施設用地」は規制の対象外となります。


